
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（事例 1） 
3月決算法人が事業年度の中途の 9月 15日に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」
を提出し、3ヶ月の課税期間を選択（変更）した場合 

本則課税期間 (みなし)課税期間 特例課税期間 

4/1 4/1 10/1 1/1 3/31 9/1 
消費税課税期間

特例選択・変更届

出書の提出 

第 11期 第 12期 
特例課税期間 


